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企業・団体献金の全面禁止等に関する意見書

政治資金規正法では、１回の政治資金パーティーにつき合計が２０万円を超

えるパーティー券を購入した者の氏名等を政治資金収支報告書に記載すること

が義務付けられています。

しかし、自由民主党の主要５派閥については、平成３０年から令和３年までの

４年間における約４，０００万円分の収入に関する記載がなかったことが明ら

かになりました。パーティー券の購入者は、大企業や大手業界団体等です。

名目上はパーティーに参加する対価ですが、実際にはそのほとんどが利益と

なっており、パーティー券の収入が事実上の企業・団体献金となっています。

営利を目的とする企業が献金やパーティー券の購入を行うのは、政策的な見

返りを求めているためです。金の力で政治をゆがめることは決して許されるも

のではありません。

よって、中間市議会は、国会及び政府に対し、幾度となく繰り返されてきた金

権腐敗政治の問題を根絶するため、次の事項を実現するよう強く要請します。

１．企業・団体献金を全面的に禁止すること。

２．政治資金パーティーの収入を政治資金規正法上の寄附とみなし、公開基準

については年間５万円を超えるものとすること。

３．政治資金規正法違反の量刑を全体的に引き上げ、政治家本人の連座制を適

用すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。
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